
【機密性2情報】

公益法人の区分
国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

研修生宿泊棟宿泊室等カーテ
ンの更新（その２）一式

（独）教職員支援機構
理事長　髙岡　信也
茨城県つくば市立原3番地

平成31年3月4日

株式会社小山商会
代表取締役　小山 喜
雄
宮城県仙台市青葉区花
京院２－２－７５

教職員支援機構会計規程第４
１条第１項第３号

－ 1,598,659 - 0

第２回NITS大賞事例集外の印
刷・発送一式

（独）教職員支援機構
理事長　髙岡　信也
茨城県つくば市立原3番地

平成31年3月5日

株式会社ワコー
代表取締役会長　平井
周三
東京都千代田区飯田橋
３－１１－７

教職員支援機構会計規程第４
１条第１項第３号

－ 1,591,696 - 0

自主研修支援コンピュータシ
ステムWindowsアップグレード
作業

（独）教職員支援機構
理事長　髙岡　信也
茨城県つくば市立原3番地

平成31年3月5日

株式会社富士通エフサ
ス　筑波支店
支店長　山田　裕
茨城県つくば市竹園１
－６－１

本件は、自主研修支援コン
ピュータシステムを構築した
契約の相手方以外が行うこと
は不可能である。よって、機
構会計規程第４１条第１項第
一号の契約の性質又は目的が
競争を許さないときに該当す
るため

－ 2,970,000 - 0

浴室棟脱衣所ロッカーの更新
（独）教職員支援機構
理事長　髙岡　信也
茨城県つくば市立原3番地

平成31年3月11日

株式会社日本フォート
サービス社
代表取締役　木田　研
二
東京都台東区台東上野
５－１３－１０

教職員支援機構会計規程第４
１条第１項第３号

－ 1,404,000 - 0

食堂棟電気スチームコンベク
ションオーブンの更新一式

（独）教職員支援機構
理事長　髙岡　信也
茨城県つくば市立原3番地

平成31年3月11日

日本調理機株式会社
茨城営業所
所長　齊藤　恒史
茨城県水戸市見和１－
３００－７１

教職員支援機構会計規程第４
１条第１項第３号

－ 1,447,200 - 0

組織広報、及びオンライン事
業広報のためのパンフレット
制作業務一式

（独）教職員支援機構
理事長　髙岡　信也
茨城県つくば市立原3番地

平成31年3月15日

株式会社電通パブリッ
クリレーションズ
代表取締役社長執行役
員　畔柳　一典
東京都港区東新橋1-5-
2

本件は、平成31年1月25日付け
公告により企画の公募を行
い、審査により、本契約の相
手方の企画を選定した。本企
画を具体化できる者は、企画
を提出した本契約の相手方以
外に存在しない。よって、契
約の性質が競争を許さず、機
構会計規程第４１条第１項第
一号に該当するため

－ 2,998,080 - 0

公益法人の場合

備考

独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所

在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

随意契約によることとした業
務方法書又は会計規定等の根

拠規定及び理由
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

様式３－４



【機密性2情報】

研修棟休憩・談話コーナー
（１階・２階）ソファーセッ
ト一式

（独）教職員支援機構
理事長　髙岡　信也
茨城県つくば市立原3番地

平成31年3月15日

株式会社日本フォート
サービス社
代表取締役　木田　研
二
東京都台東区台東上野
５－１３－１０

教職員支援機構会計規程第４
１条第１項第３号

－ 1,425,600 - 0

第二研修棟１階事務室南側収
納庫一式

（独）教職員支援機構
理事長　髙岡　信也
茨城県つくば市立原3番地

平成31年3月18日

美津野商事株式会社
代表取締役　水野　修
身
東京都文京区大塚二丁
目１７番１２号

教職員支援機構会計規程第４
１条第１項第３号

－ 1,550,000 - 0

免許状更新講習業務支援シス
テム保守・運用業務一式

（独）教職員支援機構
理事長　髙岡　信也
茨城県つくば市立原3番地

平成31年3月22日

株式会社電通国際情報
サービス
代表取締役社長　名和
亮一
東京都港区港南２－１
７－１

本件は、免許状更新講習業務
支援システムを開発した契約
の相手方以外が行うことは不
可能である。よって、機構会
計規程第４１条第１項第一号
の契約の性質又は目的が競争
を許さないときに該当するた
め

－ 9,417,600 - 0

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


